売買契約書


諏訪市長　金子ゆかり（以下「甲」という。）と　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、次のとおり古材の売買契約を締結する。

（売買物件）
第１条　甲は、その所有する次の古材（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡し、乙は
これを買い受けるものとする。
売買物件及び数量　
城北小学校体育館古材　約１１㎥（床仕上げ材及び内壁仕上げ材）
（売買条件）
第２条　売買に係る条件は、次のとおりとする。
１　乙は、古材の取り外し及び搬出の一切を行うものとし、これに要する一切の費用は、乙
の負担とすること。
２　乙は、古材の取り外しにより解体工事に支障が生ずる場合の仮設・養生等を行うものと
し、これに要する一切の費用は、乙の負担とすること。
３　乙は、令和８年６月１日から令和８年７月２４日までに古材の搬出及び本契約に係る
全ての業務を完了すること。
[bookmark: _GoBack]４　乙は、諏訪市古材利活用事業等一般仕様書に従い、誠実にこの契約を履行すること。
（売買代金）
第３条　売買代金は、乙の提出した入札書の金額、金　　　　　　円とし、これに当該金
額の１００分の１０に相当する額（当該金額に１円未満端数があるときは、その端数金額
を切り捨てるものとする。）を、甲が発行する納入通知書により、契約日から１４日以内
に一括して支払うものとする。　
（所有権の移転）
第４条　売買物件の所有権は、乙が前条の金額を完納したときに甲から乙に移転するもの
とする。
（契約不適合責任）
第５条　甲は、売買物件を現状有姿のまま乙に引き渡すものとし、契約不適合責任を負わな
い。また、売買物件に付帯する部材についても同様とする。
２　乙は、本契約締結後、売買物件に種類、品質または数量に関して契約に適合しないことを発見しても、甲は、その責任を負わないものとする。
（契約の解除）
第６条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないと認めたときは、催告なしにこの契
約を解除することができる。
（信義則）
第７条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（疑義等の決定）
第８条　この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の
上、定めるものとする。

この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。

令和８年　　月　　日

甲　住　所　　長野県諏訪市高島一丁目２２番３０号

氏　名　　諏訪市長　金子　ゆかり　　　　㊞


乙　住　所
　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

